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【令和４管理年度】

・資源評価の不確実性に起因するTACの逼迫

→漁獲可能量の調整ルールの導入

管理年度途中の漁獲可能量の調整

【令和５管理年度】

・漁獲可能量の調整ルールの変更（未利用分の繰り越しが可能に）

【令和６管理年度】

・令和６管理年度の暫定的な措置として、新たな漁獲可能量の調整ルールを導入

【令和７管理年度】

・上記の令和６管理年度の暫定的な調整ルールを実施した結果、調整後のTACが
盛漁期前に判明しないなど、計画的な数量管理を行う上で支障があったことから、
令和５管理年度の調整ルールに変更

→定率の繰越ルールを検討中



● 翌管理年度のＡＢＣ（Allowable Biological Catch/生物学的許容漁獲量）が当該管理年度のＡＢＣよりも一
定程度増加する場合に、科学的に妥当な条件（※）の下、目標管理年度に目標を達成する確率が50％を下回らない
範囲内で調整。

※ ア）資源水準の値が目標管理基準値を下回る場合、漁獲シナリオの漁獲圧力を超えないこと
イ）資源水準の値が限界管理基準値以上であること
ウ）ＴＡＣの調整時期が、その資源の主要な漁期の前又は最中であること

（水政審への諮問が必要）

＜条件＞
X年ABCと比較して…
令和４管理年度：1.7倍以上
令和５管理年度：増加

＜TACの繰越＞
令和４管理年度：なし
令和５管理年度：

X年の未利用分
（追加数量が上限）

2

令和４、５管理年度の調整ルール



令和６管理年度の調整ルール

R6
再々計算
ABC

R6
再々計算
ABC

R7
変更後
TAC

R7
変更後
TAC

３．関係
①追加数量から当該差分を差し引いた分をTACに追加
②当該差分が追加数量を上回る分をTACから差し引き
４．関係
③追加数量(1.68万トン）をTACに追加

R6
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TAC

令和６年12月 令和７年２月頃

暫定的な措置として、以下の方法により、令和
６管理年度の漁獲可能量を調整することがで
きる。
１．令和６年度の資源評価及び漁獲シナリ
オによって再計算される令和６管理年度の生
物学的許容漁獲量と令和６管理年度の漁
獲可能量の差分を上限に、令和６管理年度
の漁獲可能量に一定の数量（以下「追加数
量」という。）を追加する。

２．令和７管理年度の漁獲可能量は、令和
７年管理年度の生物学的許容漁獲量から、
追加数量を減じた数量とする。

３．令和６管理年度の漁獲実績が、令和７
年度の資源評価及び漁獲シナリオによって
再々計算される令和６管理年度の生物学的
許容漁獲量を上回る場合には、同実績と同
生物学的許容漁獲量との差分を追加数量か
ら差し引いた数量を令和７管理年度の漁獲
可能量に追加する。当該差分が追加数量以
上となる場合は、令和７管理年度の漁獲可
能量から当該上回った数量を差し引く。

４．令和６管理年度の漁獲実績が、令和７
年度の資源評価及び漁獲シナリオによって
再々計算される令和６管理年度の生物学的
許容漁獲量以下となる場合には、追加数量を
令和７管理年度の漁獲可能量に追加する。

追加数量
1.68万トン

R6
再々計算
ABC

３．関係
①漁獲実績＞再々計算ABC（差が追加数量未満）
②漁獲実績＞再々計算ABC（差が追加数量以上）
４．関係
③漁獲実績(19.06万トン)≦再々計算ABC(25.63万トン)

③

R7
変更後
TAC

③

２．関係
追加数量を減じた数量で
令和７年度TACを設定

１．関係
• 再計算ABCとTACの差分
を上限に、追加可

• TAC＞再計算ＡＢＣの
場合は、追加不可

21.99万トン

23.67万トン

19.06万トン

25.63万トン

20.87万トン

22.55万トン

②①

追加数量
(1.68万トン）

を追加

②

①

実施の結果、令和7管理年度の調整後の
TACが盛漁期前に判明しないなど、計画的
な数量管理を行う上で支障があったことが、
関係者間で再確認された。

追加数量
(1.68万トン）
を減ずる

R6
TAC
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令和７管理年度以降の調整ルール
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X年度
TAC

X年度
漁獲
実績

X+１年９月頃

（７月～翌６月）
X管理年度

X年12月頃 X+１年７月

X+１
年度
ABC

「追加数量」
を減ずる

X年度
変更後
TAC

X+１年２月頃

１ 当該管理年度中に公表された最新の資
源評価及び漁獲シナリオによって算出される当
該管理年度の翌管理年度の生物学的許容
漁獲量が、当該管理年度の生物学的許容漁
獲量よりも増加することが示された場合、資源
管理基本方針本則第１の２（４）②アの
「科学的に妥当な条件」の下、当該管理年度
の途中に、以下の方法により当該管理年度と
当該管理年度の翌管理年度との間で漁獲可
能量を調整することができる。

① 当該特定水産資源の親魚量が、令和17
年（2035年）に、少なくとも50パーセントの
確率で目標管理基準値を上回る範囲内で、
当該管理年度の漁獲可能量に一定の数量
（以下「追加数量」という。）を追加する。

② 当該管理年度の翌管理年度の当初に設
定される漁獲可能量は、追加数量を減じた数
量とする。

③ 漁獲可能量の調整を行った管理年度にお
いて、当該管理年度の終了に伴い確定した漁
獲可能量の未利用分については、当該管理
年度における追加数量を上限に国の留保とし
て翌管理年度に繰り越すこととする。

追加数量

X+１
年度
変更後
TAC

未利用分

X+１年９月頃

「未利用分」
を繰り越す

● 本年３月、令和７管理年度以降の調整ルールを、令和５管理年度に用いられた調整ルールに変更した。

（７月～翌６月）
X+１管理年度

X+１
年度
TAC



「令和７管理年度以降の調整ルール」に基づくTACの変更及び設定

● 本年３月、令和７管理年度以降の調整ルールに即して、科学的に妥当な条件の下、目標管理年度に目標を達成する
確率が50％を下回らない範囲内で、4.50万トンを令和8管理年度のTACから令和７管理年度のTACに繰入れ。
● 結果、令和７管理年度のTACは、22.55万トンから27.05万トンに変更となった。また、令和８管理年度のTACは、
19.90万トン（24.40万トン-4.50万トン）で設定する。

22.55万トン 4.50万トン

令和8年9月頃

令和8年7月 令和8年10月頃

令和8年3月

4.50万トン

R7
漁獲
実績

令和6年度資源評価
等によりABCを計算

①令和7年度資源評価等により、
令和8年ABCが令和7年ABCから増加
→目標達成確率が50%を

下回らない範囲内で繰入れ

②令和7年度TACの漁獲実績を
集計し、未消化分を算出

→繰入量を上限として未消化分を
令和8年度TACに繰越し

（
７
月
～
翌
６
月
）

令
和
7
管
理
年
度

（
７
月
～
翌
６
月
）

令
和
8
管
理
年
度

R７
当初
TAC

R７
変更後
TAC

27.05万トン

R8
TAC

R8
変更後
TAC
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19.90万トン
（24.40万トン-4.50万トン）

24.40万トン



ＴＡＣ未利用分の繰越しについて
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● 令和８管理年度以降、TACの遵守のため抑制的に操業した結果として余ったTACの有効活用のため、管理年度終了
後に確定するTACの未利用分について、当該管理年度の当初に設定されたTAC（マサバ分）の10％を上限に、国の留
保として翌管理年度に繰越しを行うことを検討中。

X年度
漁獲
実績

X+１年９月頃

X+１年７月

X+１
年度
変更後
TAC

未利用分

X+１年９月頃

「未利用分」
を繰越す

X+１
年度
当初
TAC

繰越し可能量

（当初TAC（マサバ分）

の10％）

（７月～翌６月）
X管理年度

（７月～翌６月）
X+１管理年度

X年度
当初
TAC

X年７月

※管理年度の当初に
設定されたTAC（マサバ分）
の10％が上限



研究機関に対し、隔年でTAC未利用分の繰越しを行った場合のリスク試算を求めたところ、
結果は以下のとおり。

【参考】「ＴＡＣ未利用分の繰越し」に係る試算結果

漁獲圧

2026年
平均漁獲量

（万トン）

2026-2035年
平均漁獲量

（万トン）

2026-2035年
漁獲量

平均年変動

2026-2035年
漁獲圧が

Fmsyを上回る
平均年数

2035年
親魚資源量が

目標管理基準

値を上回る確

率

2036年
親魚資源量が

目標管理基準

値を上回る確

率

2026-2035年
親魚資源量が

限界管理基準

値を下回る

平均年数

2026-2035年
親魚量

平均年変動

1 繰越繰入なし 30.4 27.4 8% 0.00 62% 62% 0.00 10%

繰越率5% 28.9 27.4 14% 4.80 56% 0.00 11%

繰越率10% 27.4 27.5 25% 5.00 51% 0.00 12%

繰越率15% 25.9 27.5 38% 5.00 46% 0.00 14%

繰越率20% 24.3 27.6 52% 5.00 41% 0.00 16%

漁獲量 親魚量

パターン

2

詳細な結果は以下の文書に掲載
https://www.fra.go.jp/shigen/fisheries_resources/meeting/stock_assessment_meeting/2025/files/sa2026-ssc02/fra-sa2026-ssc02-01.pdf

 繰越率が10％以下であれば、約10年後に親魚量が目標管理基準値を上回る確
率は50％以上。また、限界管理基準値を下回る可能性はない。

 一方、繰越しが行われた年の漁獲圧は、全量を消化した場合、Fmsyを上回る。
また、繰越率が大きいほど、上回る程度も大きくなる。

 資源評価や将来予測の不確実性を踏まえると、繰越しによりFmsyを上回る漁
獲圧が設定された年は、資源状態を特に慎重にモニタリングする必要がある。
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【参考】過去の振り返り（漁獲の状況）
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大中まき 石川 島根

山口 ⾧崎 鹿児島

※留意事項
• 令和７年度は、TACについては3月末時点、

漁獲実績については２月末時点の値（概数）を記載
• 石川県は、令和３～５年度は「現行水準」のため、漁

獲実績のみ記載
• 縦軸:トン、漁獲実績上部に消化率を記載

全体

当初ＴＡＣ
期中の増加分
期中の減少分
漁獲実績



【参考】過去の振り返り（融通・国の留保からの配分等）（令和３管理年度）
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変更内容

変更理由年月日

増減変更後数量変更前数量管理区分等

1,0002,5001,500山口県国の留保からの
追加配分

（75%ルール）
令和3年12月27日

-1,00034,64035,640国の留保

2,00027,00025,000長崎県

国の留保からの
追加配分

令和4年3月18日 6,00087,40081,400大中型まき網漁業

-8,00026,64034,640国の留保

1,00018,60017,600島根県国の留保からの
追加配分

（75%ルール）
令和4年6月24日

-1,00025,64026,640国の留保



変更内容
変更理由年月日

増減変更後数量変更前数量管理区分等

1,0002,1001,100山口県国の留保からの
追加配分

（関係者間合意）
令和4年9月5日

-1,00024,80025,800国の留保

2,20015,00012,800島根県

国の留保からの
追加配分

（関係者間合意）
令和4年12月16日

5002,6002,100山口県

2,80020,90018,100長崎県

1,3009,0007,700鹿児島県

8,70067,60058,900大中型まき網漁業

-15,5009,30024,800国の留保

3,00023,90020,900長崎県国の留保からの
追加配分

（関係者間合意）
令和5年2月27日

-3,0006,3009,300国の留保

60068,20067,600大中型まき網漁業国の留保からの
追加配分

（関係者間合意）
令和5年3月10日

-6005,7006,300国の留保

14,030143,030129,000漁獲可能量
漁獲可能量の変更令和5年3月17日

14,03019,7305,700国の留保

1,00016,00015,000島根県

国の留保からの
追加配分

（関係者間合意）
令和5年3月20日

2,40026,30023,900長崎県

10,03078,23068,200大中型まき網漁業

-13,4306,30019,730国の留保

50016,50016,000島根県

融通令和5年6月2日 3002,9002,600山口県

-8008,2009,000鹿児島県

80017,30016,500島根県

融通令和5年6月16日 2003,1002,900山口県

-1,0007,2008,200鹿児島県 10

【参考】過去の振り返り（融通・国の留保からの配分等）（令和４管理年度）
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変更内容
変更理由年月日

増減変更後数量変更前数量管理区分等

2,00020,70018,700島根県

国の留保からの
追加配分

（関係者間合意）
令和5年11月15日

6002,3001,700山口県

2,80028,40025,600長崎県

1,20013,00011,800鹿児島県

9,00089,37080,370大中型まき網漁業

-15,60024,30039,900国の留保

1,30022,00020,700島根県

国の留保からの
追加配分

（関係者間合意）
令和5年12月12日

2002,5002,300山口県

1,80030,20028,400長崎県

80013,80013,000鹿児島県

5,70095,07089,370大中型まき網漁業

-9,80014,50024,300国の留保

1,90023,90022,000島根県

国の留保からの
追加配分

（関係者間合意）
令和6年2月7日

1002,6002,500山口県

1,50031,70030,200長崎県

50014,30013,800鹿児島県

6,000101,07095,070大中型まき網漁業

-10,0004,50014,500国の留保

6,000191,270185,270漁獲可能量
漁獲可能量の変更令和6年3月28日

6,00010,5004,500国の留保

50024,40023,900島根県

融通及び
国の留保からの
追加配分

（関係者間合意）

令和6年4月30日

5003,1002,600山口県

5,00036,70031,700長崎県

-1,00013,30014,300鹿児島県

-2,00099,070101,070大中型まき網漁業

-3,0007,50010,500国の留保

3,20027,60024,400島根県

融通令和6年5月29日 1,80038,50036,700長崎県

-5,0008,30013,300鹿児島県

6003,7003,100山口県
融通令和6年6月18日

-60098,47099,070大中型まき網漁業

3,00030,60027,600島根県国の留保からの
追加配分

（関係者間合意）
令和6年6月19日

-3,0004,5007,500国の留保

【参考】過去の振り返り（融通・国の留保からの配分等）（令和５管理年度）
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【参考】過去の振り返り（融通・国の留保からの配分等）（令和６管理年度）

変更内容
変更理由年月日

増減変更後数量変更前数量管理区分等

6,000219,900213,900漁獲可能量
漁獲可能量の変更令和6年10月22日

6,00044,00038,000国の留保

1,1009,0007,900石川県

国の留保からの
追加配分

（関係者間合意）
令和6年12月13日

2,10017,90015,800島根県

4002,8002,400山口県

4,70040,20035,500長崎県

2,00017,00015,000鹿児島県

12,000103,80091,800大中型まき網漁業

-22,30021,70044,000国の留保

9,50027,40017,900島根県

国の留保からの
追加配分

（関係者間合意）
令和7年2月14日

2003,0002,800山口県

1,90042,10040,200長崎県

90017,90017,000鹿児島県

5,000108,800103,800大中型まき網漁業

-17,5004,20021,700国の留保

16,800236,700219,900漁獲可能量
漁獲可能量の変更令和7年3月18日

16,80021,0004,200国の留保

7009,7009,000石川県

国の留保からの
追加配分

（関係者間合意）
令和7年3月26日

3,30030,70027,400島根県

3,60045,70042,100長崎県

9,200118,000108,800大中型まき網漁業

-16,8004,20021,000国の留保
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【参考】過去の振り返り（融通・国の留保からの配分等）（令和７管理年度）

変更内容
変更理由年月日

増減変更後数量変更前数量管理区分等

1,0008,8007,800石川県

国の留保からの
追加配分

（関係者間合意）
令和7年11月17日

2,40022,90020,500島根県

3002,9002,600山口県

4,30041,20036,900長崎県

1,20010,9009,700鹿児島県

11,100106,30095,200大中型まき網漁業

-20,3008,00028,300国の留保

16,800225,500208,700漁獲可能量
漁獲可能量の変更令和7年12月24日

16,80024,8008,000国の留保

9009,7008,800石川県

国の留保からの
追加配分

（関係者間合意）
令和8年1月23日

4,00026,90022,900島根県

3003,2002,900山口県

5,20046,40041,200長崎県

1,10012,00010,900鹿児島県

10,500116,800106,300大中型まき網漁業

-22,0002,80024,800国の留保

45,000270,500225,500漁獲可能量
漁獲可能量の変更令和8年3月12日

45,00047,8002,800国の留保

-2,00010,00012,000鹿児島県
融通令和8年3月24日

2,000118,800116,800大中型まき網漁業



14

【参考】過去の振り返り（融通・国の留保からの配分等）（令和７管理年度）

変更内容
変更理由年月日

増減変更後数量変更前数量管理区分等

6,10033,00026,900島根県

国の留保からの
追加配分

（関係者間合意）
令和8年3月24日

4003,6003,200山口県

4,80051,20046,400長崎県

1,30011,30010,000鹿児島県

10,000128,800118,800大中型まき網漁業

-22,60025,20047,800国の留保


